
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

指

定

地

域

相

談

支

援

の

事

業

の

廃

止

の

届

出

指

導

監

査

室

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

○

土

砂

災

害

警

戒

区

域

等

の

指

定

防

災

砂

防

課

○

〃

〃

【

公

告

】

○

大

規

模

小

売

店

舗

の

変

更

の

届

出

の

縦

覧

経

営

支

援

課

○

県

営

土

地

改

良

事

業

変

更

計

画

の

縦

覧

耕

地

課

○

公

共

測

量

の

終

了

監

理

課

【

人

事

委

員

会

】

○

初

任

給

、

昇

格

、

昇

給

等

の

基

準

に

関

す

る

規

人

事

委

員

会

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

（

県

例

規

集

登

載

）

【

正

誤

】

○

土

砂

災

害

警

戒

区

域

の

指

定

の

正

誤

防

災

砂

防

課

岡

山

県

公

報

令和５年２月１４日 第１２４７２号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
十
八
号 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
地
域
相
談
支
援
の
事
業
を
廃

止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
五
年
二
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
み
ま
さ
か   

２  

所
在
地 

美
作
市
真
加
部
一
六
一
六
番
地
美
作
市
勝
田
総
合
支
所
勝
田
保
健
セ
ン
タ
ー
内 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
み
ま
さ
か 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

美
作
市
真
加
部
一
六
一
六
番
地
美
作
市
勝
田
総
合
支
所
勝
田
保
健
セ
ン
タ
ー
内 

三 

廃
止
年
月
日 

 
 

令
和
五
年
二
月
二
十
八
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
三
一
五
〇
〇
〇
二
九 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

地
域
移
行
支
援
、
地
域
定
着
支
援 

令和５年２月１４日　岡山県公報　第１２４７２号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
十
九
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指

定
し
た
。 

令
和
五
年
二
月
十
四
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 

指
定
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

指
定
年
月
日 

高
梁
中
央
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

高
梁
市
南
町
五
三 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

令
和
五
年
二
月
一
日 

 
 

令和５年２月１４日　岡山県公報　第１２４７２号



◎
岡
山
県
告
示
第

号

七
十

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
瀬
戸

。

内
市
の
区
域
内
に
お
い
て
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す

る
。

令
和
五
年
二
月
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域

箇

所

番

号

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

指
定
の
区
域

な
る
自
然
現
象
の
種
類

二
一
二
Ｋ
長
船
町
土
師
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
二
Ｋ
長
船
町
土
師
〇
〇
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
二
Ｋ
長
船
町
土
師
〇
〇
五

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
二
Ｋ
長
船
町
土
師
〇
〇
六

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
二
Ｋ
長
船
町
土
師
〇
〇
七

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
二
Ｄ
長
船
町
土
師
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

箇

所

番

号

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

指
定
の
区
域
及
び
法

な
る
自
然
現
象
の
種
類

第
九
条
第
二
項
括
弧

書
に
規
定
す
る
土
砂

災
害
警
戒
区
域
等
に

お
け
る
土
砂
災
害
防

止
対
策
の
推
進
に
関

す
る
法
律
施
行
令

（
平
成
十
三
年
政
令

第
八
十
四
号
）
で
定

め
る
衝
撃
に
関
す
る

事
項

二
一
二
Ｋ
長
船
町
土
師
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
二
Ｋ
長
船
町
土
師
〇
〇
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
二
Ｋ
長
船
町
土
師
〇
〇
五

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
二
Ｋ
長
船
町
土
師
〇
〇
六

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
二
Ｋ
長
船
町
土
師
〇
〇
七

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
二
Ｄ
長
船
町
土
師
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

各
区
域
に
つ
い
て

「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岡
山
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び
岡
山

、

県
備
前
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令和５年２月１４日　岡山県公報　第１２４７２号



◎
岡
山
県
告
示
第

号

七
十
一

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
津
山

。

市
の
区
域
内
に
お
い
て
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す

る
。

令
和
五
年
二
月
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域

箇

所

番

号

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

指
定
の
区
域

な
る
自
然
現
象
の
種
類

二
〇
三
Ｋ
加
茂
町
宇
野
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
三
Ｋ
中
北
上
〇
一
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
三
Ｋ
油
木
上
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
三
Ｋ
油
木
上
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
三
Ｋ
油
木
上
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
三
Ｋ
油
木
上
〇
〇
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
三
Ｋ
領
家
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
三
Ｄ
加
茂
町
宇
野
〇
一
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
三
Ｄ
中
北
上
〇
一
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

箇

所

番

号

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

指
定
の
区
域
及
び
法

な
る
自
然
現
象
の
種
類

第
九
条
第
二
項
括
弧

書
に
規
定
す
る
土
砂

災
害
警
戒
区
域
等
に

お
け
る
土
砂
災
害
防

止
対
策
の
推
進
に
関

す
る
法
律
施
行
令

（
平
成
十
三
年
政
令

第
八
十
四
号
）
で
定

め
る
衝
撃
に
関
す
る

事
項

二
〇
三
Ｋ
加
茂
町
宇
野
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
三
Ｋ
中
北
上
〇
一
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
三
Ｋ
油
木
上
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
三
Ｋ
油
木
上
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
三
Ｋ
油
木
上
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
三
Ｋ
油
木
上
〇
〇
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
三
Ｋ
領
家
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
三
Ｄ
加
茂
町
宇
野
〇
一
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
〇
三
Ｄ
中
北
上
〇
一
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

各
区
域
に
つ
い
て

「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岡
山
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び
岡
山

、

県
美
作
県
民
局
建
設
部
建
設
企
画
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令和５年２月１４日　岡山県公報　第１２４７２号



〔
六
二
〕
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
、
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

令
和
五
年
二
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

届
出
事
項
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

    
 

名
称 

日
本
一
の
だ
が
し
売
場 

    
 

所
在
地 

瀬
戸
内
市
長
船
町
東
須
恵
一
三
七
三
番
地
の
五
ほ
か 

 

２ 

届
出
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

名
称 

株
式
会
社
大
町 

 
 

 

住
所 

瀬
戸
内
市
長
船
町
東
須
恵
一
三
七
三
番
地
の
五 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

秋
山 
秀
行 

 

３ 

変
更
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

(1) 

駐
車
場
の
収
容
台
数 

 

 
 

 

（
変
更
前
）
百
四
十
六
台 

 
 

 

（
変
更
後
）
三
百
六
十
一
台 

 
 
 
 

(2) 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 

（
変
更
前
）
一
箇
所 

 
 

 

（
変
更
後
）
三
箇
所 

 

４ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
五
年
二
月
一
日 

三 

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所 

 

１ 

縦
覧
の
期
間 

 
 

 

令
和
五
年
二
月
十
四
日
か
ら
同
年
六
月
十
三
日
ま
で 

 

２ 

縦
覧
の
場
所 

 
 

 

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
瀬
戸
内
市
産
業
建
設
部
産
業
振
興
課 

令和５年２月１４日　岡山県公報　第１２４７２号



〔

〕

（

）

、

六
三

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

県
営
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
整
備
（
一
般
）

五
名
一
色
地
区

計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
関
係
書

）

類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
五
年
二
月
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
土
地
改
良
事
業

）
変
更
計
画
書

（
た
め
池
整
備
（
一
般
）

五
名
一
色
地
区

二

縦
覧
の
期
間

令
和
五
年
二
月
十
四
日
か
ら
同
年
三
月
七
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

真
庭
市
役
所
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〔
六
四
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
備
中
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知

が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
五
年
二
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

井
原
市
高
屋
町
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
二
級
基
準
点
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
四
年
十
二
月
二
十
七
日 

終

了

年

月

日 
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岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号

◎

、

、

。

初
任
給

昇
格

昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

令
和
五
年
二
月
十
四
日

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

吉

松

裕

子

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
ヘ
の
表
警
察
の
項
中

「

理
事
官

」

を「

理
事
官

参
事
官

五
級

」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
二
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。
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〔
一
〕
平
成
二
十
七
年
三
月
十
三
日
付
け
公
布
岡
山
県
告
示
第
百
二
十
五
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の

指
定
）
に
誤
り
が
あ
っ
た
。

頁
・
行

誤

正

六
・
終
わ
り
か

二
一
四
Ｄ
江
川
〇
〇
一

二
一
四
Ｄ
江
川
〇
〇
七

ら
一
四

七
・
一

二
一
四
Ｄ
柴
原
〇
〇
一

二
一
四
Ｄ
柴
原
〇
〇
四
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